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令和５年度 第６回区長会議 

                   令和６年２月 17 日（土）午後３時 00 分～ 

                   多治見市役所 本庁舎 ２階大会議室 

１ 区長会長あいさつ 

２ 市長（髙木 貴行 市長）あいさつ 

３ 市議会議長（柴田 雅也 議長）あいさつ 

４ 議  題 

 

区長への周知  

(１)令和５年度「社会を明るくする運動」協賛へのお礼及び令和６年度ご協力のお願いについて 

 資料１（多治見保護区保護司会 田財 51-1881） 

令和５年度事業への協力のお礼と会計報告 

令和６年度事業に引き続き協力をお願いするとともに、令和６年７月に開催予定の「社会を明るく

する運動」の活動内容詳細については、新年度改めてお知らせさせていただく予定 

(２)社会福祉事業協力金(日赤社資・社協会費・共同募金)のお礼ならびに結果のご報告について 

 
資料２ (社会福祉協議会 塩野谷 25-1134) 

    (福祉課 大澤 23-5812) 

令和５年度社会福祉事業協力金（日赤社資、社協会費、共同募金）に多大なる協力を賜りお礼申し

上げるとともに、今年度のお寄せいただいた寄付額等についてもあわせて報告させていただく 

(３)令和６年度地区懇談会の開催について 

 資料３（秘書広報課 水野 22-1372） 

令和６年度地区懇談会を５月 13 日（月）から６月 28 日（金）まで小学校単位で、市内 13 会場で

実施。ホームページ、広報等で周知し、広報たじみ（５月号）配付時に地域回覧をお願いする予定 

(４) 令和６年度スポーツ推進委員・区体育委員等交流会のご案内について  

 資料４（文化スポーツ課 冨士 22-1191） 

令和６年度スポーツ推進委員・区体育委員等交流会を５月 19 日（日）午前中（会場未定）に開催

する旨お知らせするもの。令和６年度区長及び区体育委員長へは改めて文書で通知する予定 

(５)令和６年度 交通安全啓発活動について 

 資料５（道路河川課 佐藤 22-1274） 

令和６年度も引き続き交通安全街頭指導への協力をお願いするもの 

交通安全ベストを各区２着ずつ配付するため、活用願うもの（令和元年から令和５年まで、２着ず

つ、合計 10 着配付予定） 
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(６)令和５年度「道路改良等要望」の対応結果について 

 資料６（くらし人権課 杉山 22-1134） 

令和５年の道路改良等の要望事項の対応状況について報告する。次年度の要望事項は、今年度と同

様に令和６年６月に提出いただくよう依頼する予定。今年度の対応状況を踏まえて準備いただきたい 

区長への作業・提出依頼  

(７)避難行動要支援者名簿の引き継ぎについて（お願い） 

 資料７（企画防災課 神田 22-1378） 

令和６年度の区役員への交代時に、要支援者名簿の確実な引き継ぎと、保管者一覧表の内容更新を

お願いするもの 

(８)個別避難計画作成事業の引継について（依頼） 

 資料８（企画防災課 大嶋 22-1378） 

避難行動要支援者の個別避難計画作成事業について、次年度に区長や町内会長等の異動がある区

は、事務の引継を行っていただくようお願いするもの 

区長会事業  

(９)令和６年能登半島地震災害義援金について 

 資料９（区長会事務局 水野 22-1134） 

令和６年能登半島地震災害被災者に区長会として義援金を送り、支援することを提案するもの 

(10)多治見市区長会事業報告書について 

 資料 10（区長会事務局 水野 22-1134） 

令和５年度区長会として取り組んできたことを報告するもの 

配付資料 

・自治会運営でお悩みの区長・町内会長の皆様へ         （くらし人権課 22-1134） 

・中日新聞記事／令和６年２月１日（木）朝刊 東濃版     （くらし人権課 22-1134） 

・多治見市悠光クラブ連合会広報誌 ゆうゆうひろば      （多治見市悠光クラブ連合会） 

 お知らせ  

・オリエンテーション ３月９日（土）午前９時 30 分～ 産業文化センター５階大ホール 

※改めて２月中～下旬に令和６年度新区長へご案内する予定です。 

・令和６年度第１回区長会総務会 

令和６年４月 25 日（木）午後１時 30 分～ 市役所本庁舎２階中会議室   

・令和６年度第１回区長会議  

令和６年４月 25 日（木）午後３時～ 市役所本庁舎２階大会議室  

※令和６年度の区長会議の日程については、改めて令和６年度新区長へご案内する予定です。 

 なお、第１回区長会総務会では、区長会役員（会長１名、副会長４名、総務会長１名、総務会副会長１

名）の選出を行います。 
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